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一
　
江
戸
屋
飯
塚
家

文
政
二
年
九
月
付
「
江
戸
三
度
飛
脚
問
屋
仲
間
仕
法
書
　
大
坂
之
部

」
（
１
）

に
よ
る
と
同

年
同
月
付
、
三
度
飛
脚
問
屋
中
「
掛
板
定
法
書
裏
」
に
問
屋
一
〇
名
の
名
前
が
あ

る
。
そ
の
内
に
江
戸
屋
が
三
軒
あ
り
、
江
戸
屋
平
右
衛
門
、
江
戸
屋
九
左
衛
門
、

江
戸
屋
久
右
衛
門
で
、
久
右
衛
門
は
休
株
で
あ
る
。
飯
塚
家
は
九
左
衛
門
、
久
右

衛
門
の
二
軒
と
関
係
が
あ
る
。
飯
塚
家
に
は
以
下
に
述
べ
る
過
去
帳
、
家
系
全
伝

が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
略
系
図
が
第
一
表
で
あ
る
。
な
お
代
數
は
異
な
る
場
合
が

あ
り
、
私
が
整
理
し
た
も
の
を
記
し
た
。

二
　
過
去
帳

Ａ
「
過
去
帳
」
は
、
天
保
一
四
年
仲
夏
叙
、
末
尾
に
江
戸
屋

飯
塚
九
左
衛
門
維
重
、

江
戸
屋

飯
塚
久
右
衛
門
昌
近
と
奥
書
が
あ
る
折
本
で
、
現
在
も
飯
塚
恒
久
氏
が
使
用

し
て
お
ら
れ
る
。
署
名
は
27
維
重
、
30
昌
近
で
あ
る
。
江
九
西
店
と
江
久
の
連
名

で
あ
る
が
、
33
鉚
（
隆
）
女
に
「
此
人
當
家
有
功
ニ
シ
テ
大
徳
存
生
楽
極
、
當
家

ハ
勿
論
於
西
店
大
切
ノ
尊
霊
也
」
と
あ
る
か
ら
、「
過
去
帳
」
は
江
戸
屋
久
右
衛
門

家
の
も
の
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
Ｅ
、
Ｆ
の
項
で
ふ
れ
る
。

三
　
永
代
過
去
帖

Ｂ
「
永
代
過
去
帖
、
飯
塚
氏
先
祖
代
々
霊
」

Ｃ
「
永
代
過
去
帖
、
六
親
眷
属
一
家
諸
精
霊
」

Ｄ
「
永
代
過
去
帖
、
油
屋
小
左
衛
門
先
祖
代
々
并

一
家
諸
精
霊
」

Ｂ
―
Ｄ
は
寛
政
一
一
己
未
歳
八
月
刊
、
書
林
大
坂
和
泉
屋
善
兵
衛
、
小
刀
屋
六

兵
衛
、
河
内
屋
太
助
刊
「
永
代
過
去
帖
」
を
使
用
し
て
い
る
。

Ｂ
は
釈
了
円
（
12
光
仲
）
を
「
江
戸
屋
両
家
元
祖
」
と
し
て
最
初
に
記
し
て
い

江
戸
三
度
飛
脚
問
屋
江
戸
屋
飯
塚
家
の
系
図
、

過
去
帳
に
つ
い
て

藤

村
　
潤
一
郎
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る
。
記
載
年
代
の
最
後
は
嘉
永
二
年
で
あ
る
。
な
お
27
維
重
の
娘
志
加
女
に
つ
い

て
「
江
戸
屋
久
右
衛
門
忰
當
家
養
子
九
左
衛
門
娘
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
飯
塚
氏

と
は
江
戸
屋
九
左
衛
門
家
で
あ
る
。

Ｃ
は
寛
政
七
年
没
、
本
嶽
宗
源
信
士
（
武
川
氏
、
俗
名
與
兵
衛
、
近
江
屋
元
祖
）

を
「
江
戸
屋
元
祖
了
円
高
恩
祖
、
妙
円
（
13
隆
女

）
養
父
江
戸
屋
相
続
根
元
」
と
あ

る
の
が
最
初
で
あ
り
、
こ
の
武
川
氏
関
係
、
８
喜
光
と
そ
の
後
妻
の
実
家
柳
屋
関

係
、
23
光
忠
の
実
家
川
崎
屋
関
係
、
西
店
四
代
目
32
喜
昌
の
実
家
大
和
屋
な
ど
も

記
載
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
大
坂
屋
に
つ
い
て
は
、「
天
明
元
辛
丑
七
月
八
日
、
真
心
院
常
栄
日
受

信
士
、
俗
名
江
戸
大
坂
屋
茂
兵
衛
」、「
文
化
九
壬
申
年
五
月
九
日
、
真
顔
院
妙
栄

日
見
、
大
坂
屋
茂
兵
衛
妻
、
日
受
妻
」、「
寛
政
六
甲
寅
年
八
月
八
日
、
本
具
院
秋

全
日
宗
信
士
、
日
受
養
子
、
俗
名
大
坂
屋
茂
兵
衛
」、「
寛
政
二
年
庚
戌
年
七
月
二

日
、
真
客
浄
綸
信
士
、
武

入
ン

川
出
生
、
江
戸
大
茂
手
代
森
喜
七
、
江
源
退
転

之
節
大
坂
誥
番
ニ
て
死
去
」
が
あ
り
、
江
戸
屋
源
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、「
天
明
六

丙
午
年
九
月
十
四
日
、
釈
教
道
、
俗
名
善
七
、
江
戸
屋
源
右
衛
門
支
配
人
則
源
右

衛
門
名
前
人
」、「
天
明
六
丙
午
年
九
月
廿
三
日
、
穐
雲
通
本
信
士
、
江
戸
屋
源
右

衛
門
手
代
、
俗
名
又
兵
衛
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
坂
屋
と
江
戸
屋
が
相
仕
だ
か
ら

で
あ
る
。

（
２
）

ま
た
「
文
政
六
癸
未
年
十
二
月
廿
五
日
、
空
良
英
武
信
士
、
支
配
人
俗
名
武
助
、

美
濃
国
加
茂
郡
伊
深
村
武
右
衛
門
事
」
と
あ
る
が
、
江
戸
屋
関
係
か
は
確
認
し
て

い
な
い
。

さ
ら
に
「
江
戸
三
度
飛
脚
開
祖
七
人
之
内
」
と
し
て
、
次
の
六
人
が
あ
る
。「
寛

永
十
一
年
開
発
」
と
あ
る
。

「
江
戸
屋
弥
兵
衛
先
祖
代
々
諸
精
霊
」、「
後
江
戸
屋
源
右
エ
門
、
後
平
右
衛
門
ニ
替
ル
」

「
福
田
屋
久
左
衛
門
先
祖
代
々
諸
精
霊
」、「
後
天
満
屋
吉
右
衛
門
株
ニ
成
」

「
多
田
屋
徳
右
衛
門
先
祖
代
々
諸
精
霊
」、「
後
津
国
屋
十
右
衛
門
株
一
円
ニ
成
」

（
３
）

「
京
屋
佐
兵
衛
先
祖
代
々
諸
精
霊
」、「
生
玉
中
寺
町
菩
提
寺
ニ
石
塔
有
」、「
後
江
戸
屋
久
右
衛
門
株
ニ
成
」

「
亀
屋
忠
兵
衛
先
祖
代
々
諸
精
霊
」、「
後
油
屋
小
左
衛
門
江
一
円
ニ
成
ル
」

「
紙
屋
六
兵
衛
先
祖
代
々
諸
精
霊
」、「
後
亀
屋
小
左
衛
門
一
円
ニ
成
ル
、
當
時
江
戸
屋
九
左
衛
門
一
円
」

最
後
に
記
載
年
代
は
弘
化
四
年
ま
で
で
あ
る
。

Ｄ
は
最
初
に
「
寛
文
七
丁
未
十
一
月
七
日
、
釈
心
斎
、
俗
名
油
屋
小
左
衛
門
、

江
戸
三
度
定
飛
脚
開
祖
七
人
之
内
、
道
修
町
三
丁
目
住
」
と
あ
り
、
前
記
六
人
と

合
計
し
て
七
人
に
な
る
。
次
に
「
正
徳
三
年
癸
巳
年
十
二
月
十
四
日
、
釈
休
甫
、

行
年
七
十
四
才
、
俗
名
亀
屋
小
左
衛
門
、
亀
屋
忠
兵
衛
退
転
ニ
付
御
得
意
引
受
家

図
改
名
、
初
油
屋
九
左
衛
門
、
初
名
小
兵
衛
」
と
、
休
甫
妻
が
あ
る
。
以
下
夫
妻

の
夫
を
略
記
す
る
。

「
亨
保
十
二
丁
未
年
十
一
月
二
日
、
釈
教
信
、
行
年
五
十
七
才
、
俗
名
亀
屋
小

左
衛
門
」

「
元
文
五
庚
申
正
月
十
一
日
、
釈
浄
信
、
行
年
、
俗
名
亀
屋
小
左
衛
門
」

「
天
明
五
己
巳
年
十
月
六
日
、
釈
浄
誓
、
中
興
開
祖
行
年
、
俗
名
亀
屋
小
左
衛

門
」、
な
お
妻
釈
智
誓
は
享
和
二
年
一
〇
月
四
日
没
で
あ
る
。
以
下
亀
屋
の
家
族
と

考
え
ら
れ
る
者
が
あ
り
、
そ
の
他
に
次
の
者
が
あ
る
。

「
亨
保
七
壬
寅
年
正
月
二
日
、
釈
妙
教
、
亀
屋
小
左
衛
門
市
岡
新
田
之
母
」、

「
元
禄
十
六
癸
未
年
八
月
廿
八
日
、
釈
妙
秋
、
津
村
北
之
町
紙
屋
六
兵
衛
祖
母
」
が



6

あ
る
。
こ
れ
ら
は
江
戸
屋
九
左
衛
門
が
亀
屋
、
紙
屋
、
油
屋
の
後
身
だ
か
ら
だ
ろ

う
。江

戸
三
度
飛
脚
の
寛
永
一
一
年
開
発
に
つ
い
て
は
、
前
記
「
江
戸
三
度
飛
脚
問

屋
仲
間
仕
法
書
」

（
４
）

も
「
寛
永
年
中

飛
脚
家
業
致
来
候
処
」
と
し
て
い
る
。
大
坂

の
飛
脚
問
屋
に
つ
い
て
は
延
宝
七
己
未
歳
七
月
吉
日
刊
、
難
波
隠
士
友
月
翁
「
難

波
鶴
」
に
御
城
中
御
用
聞
江
戸
六
日
切
本
飛
脚
宿
と
し
て
福
田
や
七
兵
衛
、
江
戸

屋
久
兵
衛
、
京
屋
左
兵
衛
、
紙
屋
六
兵
衛
、
天
満
屋
吉
右
衛
門
の
五
人
が
あ
る
。

（
５
）

江
戸
六
日
飛
脚
宿
と
し
て
藤
屋
市
兵
衛
、
な
た
や
長
兵
衛
、
ゑ
と
や
半
兵
衛
、
中

嶋
や
門
右
衛
門
の
四
人
が
あ
る
。

（
６
）

従
っ
て
江
戸
三
度
飛
脚
問
屋
は
江
戸
六
日
切
本
飛

脚
宿
の
後
身
だ
ろ
う
。

「
大
阪
飛
脚
仲
間
記
録
」

（
７
）

に
あ
る
寛
政
二
年
戌
一
〇
月
付
、
三
度
飛
脚
問
屋
仲
間

「
仲
間
銀
株
引
當
証
文
割
印
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
同
年
月
付
「
定
之
覚
」
の
署

名
者
は
尾
張
屋
七
兵
衛
、
尾
張
屋
吉
兵
衛
、
尾
張
屋
惣
右
衛
門
、
天
満
屋
弥
左
衛

門
、
江
戸
屋
平
右
衛
門
、
近
江
屋
喜
平
次
、
津
国
屋
十
右
衛
門
、
天
満
屋
吉
右
衛

門
、
亀
屋
小
左
衛
門
、
森
田
屋
多
吉
の
一
〇
人
で
あ
り
、
次
に
あ
る
「
仲
間
之
内

株
書
入
証
文
年
行
司
奥
印
仕
候
節
、
此
帳
面
江

押
切
印
形
可
仕
事
」
に
は
江
戸
屋
平

右
衛
門
は
子
（
寛
政
四
年
）
、
江
戸
屋
九
左
衛
門
は
翌
丑
年
、
江
戸
屋
久
右
衛
門
は
翌
々

年
に
み
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
開
祖
と
は
こ
の
時
点
で
江
戸
屋
が
開
祖
と
意
識
し
た
株

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
８
）

記
載
戒
名
は
亨
和
二
年
迄
で
あ
る
。

四
　
亀
屋

化
政
期
頃
編
簒
と
考
え
ら
れ
る
藤
堂
藩
伊
賀
城
代
家
老
日
誌
「
永
保
記
事
略
」

（
９
）

巻
五
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

宝
永
七
寅
正
月
廿
五
日

一
和
州
御
領
下
新
口

ニ
ノ
ク
チ

村
小
百
姓
四
兵
衛
と
申
者
、
大
坂
町
御
奉
行
北
条
安
房

守
殿

御
差
留
之
儀
、
従
古
市
奉
行
申
越
候
事

△
四
兵
衛
伜
清
八
と
申
者
六
ヶ
年
以
前
大
坂
へ
養
子
ニ
遣
し
養
父
之
家
を
継
、

亀
屋
忠
兵
衛
と
申
候
之
処
、
金
銀
を
盗
取
、
遊
女
を
請
出
し
引
連
候
而

致
欠

落
、
和
州
郡
山
上
里
村
ニ
而

親
類
方
ニ
隠
れ
居
候
所
、
大
坂

被
召
捕
致

入
牢
候
付
而

也

（
朱
）

是
ハ
世
俗
ニ
曰
謂
梅
川
忠
兵
衛
ノ
義
也

△
右
四
兵
衛
儀
、
無
何
事
御
指
戻
し
有
之

但
、
斉
金
銀
ハ
被
　
仰
付
候
趣
也

こ
れ
に
よ
る
と
大
和
国
十
市
郡
新
口
村
百
姓
四
兵
衛
伜
清
八
が
亀
屋
の
養
子
と

な
り
忠
兵
衛
と
称
し
た
が
、
宝
永
七
年
に
事
件
を
起
し
て
い
る
。

元
禄
九
年
四
月
刊
「
難
波
丸
綱
目
」

（
10
）

上
之
二
の
御
城
中
御
用
聞
江
戸
六
日
本
飛

脚
宿
に
亀
屋
は
な
い
か
ら
、
同
年
以
後
の
開
宿
で
あ
り
江
戸
三
度
飛
脚
開
祖
と
す

る
の
は
無
理
で
あ
る
。
前
記
の
通
り
油
屋

（
11
）

が
退
転
し
た
亀
屋
を
引
受
け
て
い
る
。

延
亨
四
丁
卯
孟
春
、
志
田
垣
與
助
撰
「

難
波
丸
綱
目
」

（
12
）

下
之
二
の
江
戸
飛

脚
屋
一
三
人
に
紙
屋
は
な
い
。
天
明
五
年
没
、
釈
浄
誓
を
中
興
開
祖
と
し
て
い
る

改
正
増
補
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の
は
紙
屋
を
一
円
化
し
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
元
禄
一
六
年
没
、
紙
屋
六
兵

衛
祖
母
が
Ｃ
に
あ
る
の
は
亀
屋
が
祀
っ
て
お
り
、
江
戸
屋
が
引
継
い
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

五
　
家
系
全
伝

Ｅ
「
飯
塚
家
系
全
伝
」

Ｆ
「（
飯
塚
家
系
全
伝
）」

Ｅ
、
Ｆ
は
巻
子
で
あ
り
、
Ｅ
は
題

に
書
名
が
あ
る
が
、
Ｆ
は
空
白
に
な
っ
て

い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
大
差
は
な
い
が
若
干
相
異
が
あ
る
。
作
成
時
記
載
分

の
み
で
、
追
加
記
載
は
な
い
。
両
者
共
に
弘
化
四
年
一
二
月
一
九
日
が
最
後
の
年

代
で
あ
る
か
ら
、
弘
化
五
＝
嘉
永
元
年
以
後
の
作
成
で
あ
る
。
前
記
の
通
り
Ｂ
は

嘉
永
二
年
迄
、
Ｃ
は
弘
化
四
年
迄
で
あ
る
。
Ａ
は
27
維
重
、
30
昌
近
連
名
だ
が
、

27
は
天
保
八
年
没
で
あ
り
、
30
は
Ｅ
、
Ｆ
に
よ
る
と
同
一
二
年
に
24
維
明
の
嗣
子

と
な
り
、
弘
化
三
年
八
月
入
家
、
同
四
年
八
月
開
店
養
家
再
興
と
あ
る
か
ら
、
両

者
連
名
は
名
目
上
の
み
で
あ
り
、
弘
化
四
年
以
後
作
成
と
考
え
た
が
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
点
か
ら
も
Ａ
は
江
戸
屋
久
右
衛
門
家
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
す
れ
ば
「
過
去
帳
」、「
飯
塚
家
系
全
伝
」
共
に
弘
化
末
、
嘉
永
初
年

の
作
成
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
ぎ
に
Ｆ
に
は
27
維
重
を
「
當
家
二
代
目
」、
28
三
代
目
九
左
衛
門
に
「
當
家
」

と
あ
る
の
で
Ｆ
は
Ｂ
―
Ｄ
と
共
に
九
左
衛
門
家
の
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
Ｅ
は

Ａ
と
共
に
久
右
衛
門
家
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
に
九
左
衛
門
家
の
過
去
帳
、

家
系
伝
が
久
右
衛
門
家
に
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
Ｅ
、
Ｆ
を
比
較
す
る
と
Ｆ
の

方
が
正
し
い
場
合
が
あ
り
、
Ｅ
、
Ｆ
を
Ａ
と
比
較
す
る
と
Ａ
の
方
が
正
し
い
場
合

が
あ
る
。

六
　
12
光
仲
以
前

飯
塚
氏
は
清
和
源
氏
本
国
甲
斐
と
あ
る
が
、
１
昌
盛
の
祖
父
昌
氏
は
上
野
国
新

田
郡
飯
塚
村
を
領
し
た
が
小
田
原
落
城
後
は
北
条
氏
直
ら
の
高
野
山
登
山
に
従
っ

た
。
父
昌
孝
は
徳
川
氏
に
仕
え
慶
長
五
年
旗
下
士
、
承
応
三
年
廩
米
三
百
俵
で
寛

文
元
年
没
で
あ
る
。

１
昌
盛
は
寛
文
元
年
綱
吉
台
顔
で
、
上
野
国
飯
塚
村
で
采
地
三
百
石
と
な
っ
た

が
、
天
和
年
中
改
易
さ
れ
播
州
明
石
で
没
し
た
。

２
喜
近
は
東
都
で
流
浪
し
た
が
、
父
没
後
に
明
石
屋
の
ち
大
坂
屋
と
し
て
江
戸

本
材
木
町
で
材
木
問
屋
を
営
み
、
奴
婢
一
〇
余
人
を
使
用
し
、
紀
伊
殿
扶
持
人
で

あ
る
。

３
喜
則
は
父
没
後
大
坂
で
明
石
屋
と
あ
る
が
、
商
の
内
容
は
不
明
で
、
妻
は
大

坂
武
川
與
兵
衛
冨
勝
女
で
あ
る
。

４
兼
宗
は
２
喜
近
の
子
供
５
伊
勢
女
と
結
婚
し
飯
塚
姓
で
あ
る
か
ら
養
子
で
あ

る
。
江
戸
室
町
飛
脚
問
屋
十
七
屋
金
兵
衛
と
あ
る
。
６
喜
衡
は
飯
塚
氏
十
七
屋
茂

兵
衛
で
江
戸
定
飛
脚
問
屋
十
七
屋
孫
兵
衛
分
家
で
室
町
二
丁
目
に
住
み
、
天
明
八

年
一
〇
月
二
九
日
没
で
あ
る
。
従
っ
て
十
七
屋
の
騒
動
に
直
面
し
た
筈
で
あ
る
。

７
喜
照
は
３
喜
則
の
長
男
で
あ
る
が
、
２
喜
近
の
養
子
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
「
養
父
喜
近
末
代
ニ
至
ル
マ
テ
同
家
ノ
交
リ
厚
カ
ラ
ン
事
ヲ
慮
リ
テ
、
喜
照
、

喜
光
ヲ
取
カ
ワ
シ
テ
相
続
セ
シ
ム
」
と
あ
り
、
以
後
も
実
施
し
て
い
る
。
太
郎
兵
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衛
を
襲
名
し
大
坂
屋
で
あ
る
が
、
Ａ
は
明
石
屋
と
し
て
い
る
。
寛
保
年
中
に
徳
川

宗
尹
に
謁
し
、
扶
持
人
で
隨
士
に
准
ぜ
ら
れ
た
と
あ
り
、
江
戸
瀬
戸
物
町
住
で
あ

る
。
恐
ら
く
材
木
問
屋
で
あ
ろ
う
。

８
喜
光
は
前
記
の
事
情
で
大
坂
の
明
石
屋
で
あ
る
。

９
兼
道
は
８
喜
光
の
後
後
室
松
女
と
結
婚
し
た
養
子
と
考
え
ら
れ
る
が
、
Ｅ
は

「
実
江
戸
同
姓
金
兵

兼
宗
弟
」、
Ｆ
は
「
実
父
未
詳
一
説
曰
飯
塚
金
兵

兼
宗
男
」

と
あ
る
。
兼
の
字
か
ら
す
れ
ば
兼
宗
の
縁
者
で
十
七
屋
に
勤
め
て
い
た
人
物
で
は

あ
る
ま
い
か
。

10
昌
義
は
大
坂
新
明
石
屋
元
祖
で
あ
る
が
、
十
七
屋
金
兵
衛
男
で
「
是
大
坂
宰

領
之
元
祖
也
」
と
あ
る
か
ら
、
明
石
屋
は
交
通
関
係
者
の
可
能
性
が
あ
る
。

11
宗
春
は
金
七
郎
で
十
七
屋
金
七
で
あ
る
。
天
明
七
年
八
月
、
安
井
宗
二
成
胤

（
大
江
丸
）「
家
声
録
」

（
13
）

の
明
和
三
年
に
「
十
七
屋
新
兵
衛
代
り
金
七
」、
天
明
期
に

「
近
五
、
さ
ゝ
七
、
越
孫
三
人
之
持
成
し
か
、
金
七
、
庄
兵
衛
、
宗
七
抔
か
取
計
不

宜
に
や
、
凡
三
万
両
余
之
不
足
」
と
あ
る
か
ら
金
七
は
手
代
名
だ
ろ
う
。
宝
暦
三

年
に
没
し
て
い
る
。

恐
ら
く
江
戸
の
飯
塚
家
は
本
家
は
材
木
問
屋
で
、
分
家
が
十
七
屋
の
経
営
に
従

事
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

七
　
12
光
仲

12
光
仲
は
８
喜
光
の
嫡
子
で
母
は
相
模
女
と
あ
る
。
７
喜
照
の
養
子
と
な
り
太

郎
兵
衛
で
あ
る
。
Ａ
は
「
喜
光
惣
領
、
幼
名
太
一
良
、
中
年
庄
兵
衛
ト
改
、
江
戸

富
山
九
右
エ
門
ニ
相
勤
、
同
人
退
転
後
十
七
屋
孫
兵
衛
方
ニ
定
飛
脚
問
屋
家
業
致

得
篤
、
同
処
飯
塚
之
成
養
子
ト
、
改
三
代
目
大
坂
屋
太
良
兵

ト
、
其
後
大
坂
江

戸
屋
源
右

門
及
衰
微
候
ニ
付
、
登
同
処
ニ
同
人
株
引
請
、
江
戸
養
家
惣
領
昌
喜

ニ
相
譲
ル
、
於
大
坂
ニ
則
江
戸
屋
平
右
衛
門
、
後
ニ
元
祖
江
戸
屋
久
右

門
、
光

仲
江
戸
屋
九
左

門
ヲ
分
、
於
飛
脚
問
屋
ニ
三
都
無
双
才
者
、
行
年
五
十
七
才
、

嗚
呼
可

」
と
あ
る
。

江
戸
屋
に
つ
い
て
ま
だ
理
解
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
前
記
Ｃ
の
株
移
動
と
合
致

し
な
い
。
具
体
的
な
事
は
Ｅ
、
Ｆ
の
記
述
と
対
比
し
て
後
述
す
る
が
、
江
戸
屋
源

右
衛
門
は
「
家
声
録
」

（
14
）

に
は
「
江
戸
屋
源
右
衛
門
、
こ
れ
は
茂
右
衛
門
と
い
ひ
し

跡
也
、
此
時
之
名
前
人
ハ
つ
の
国
や
宗
左
衛
門
」、「
大
坂
屋
茂
兵
衛
は
江
戸
最
初

之
飛
脚
屋
、
新
川
米
店
、
ほ
し
か
店
其
外
大
店
残
り
な
き
ほ
と
、
大
坂
相
仕
は
江

戸
屋
源
右
兵マ
マ

衛
、
両
か
へ
、
ほ
し
か
一
統
に
得
意
を
も
ち
、
凡
肩
を
な
ら
ぶ
る
者

も
な
き
ほ
と
の
飛
脚
屋
」、「
江
源
の
組
合
天
王
寺
屋
次
右
衛
門
」
な
ど
の
記
事
が

あ
る
。
江
戸
屋
源
右
衛
門
は
大
坂
の
両
替
商
、
于
鰯
問
屋
を
一
手
に
引
受
け
る
大

手
業
者
で
あ
り
組
合
で
あ
る
。
摂
津
国
川
辺
郡
伊
丹
村
小
西
家
文
書

（
15
）

に
次
の
文
書

が
あ
る
。

請
負
申
置
証
文
之
事

一
従
江
戸
上
方
并

道
中
筋
所
々
江

爲
御
登
被
成
候
金
銀
荷
物
御
状
其
外
不
寄
何
、

我
々
組
中
御
請

申
処
実
正
也
、
御
差
図
之
方
江

無
相
違
相
届
可
申
候
、
然
ル
上

は
於
當
地
請
取
印
之
儀
は
、
大
坂
屋
茂
兵
衛
并

組
中
之
者
印
形
を
以
御
渡
可
被
下

候
、
万
一
於
道
中
紛
失
相
滞
儀
御
座
候
は
、
我
々
爲
組
中
急
度
相
弁
早
速
埒
明

可
申
候
、
尤
御
用
相
勤
候
内
は
、
何
ヶ
年
も
此
証
文
御
用
ひ
可
被
下
候
、
爲
後
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日
依
而

如
件

大
坂
内
平
野
町江

戸
屋
平
右
衛
門

○印

同
谷
町
弐
丁
目河

内
屋
与
次
兵
衛

○印

同
豊
後
町

若
狭
屋
兵

三

郎

○印

同
権
右
衛
門
町米

　
屋
平

兵

衛

○印

同
内
淡
路
町
壱
丁
目

江
戸
屋
久
右
衛
門

○印

同
豊
後
町

寛
政
五
年

山
城
屋
次
　
　
助

○印

丑
三
月

同
谷
町
壱
丁
目交

野
屋
伊

兵

衛

○印

同
平
野
町
三
丁
目

江
戸
屋
九
左
衛
門

○印

大
坂
屋
茂

兵

衛

○印

小
西
利
右
衛
門
殿

こ
れ
に
よ
る
と
大
坂
屋
茂
兵
衛
以
外
の
八
人
が
組
中
で
あ
る
。
こ
の
組
中
は
島

屋
佐
右
衛
門
の
組
中
と
異
な
り
、
江
戸
三
度
飛
脚
問
屋
を
含
む
組
中
と
考
え
ら
れ

る
が
、
な
お
今
後
考
証
が
必
要
で
あ
る
。
大
坂
屋
は
相
仕
で
あ
る
。

光
仲
に
つ
い
て
Ｅ
、
Ｆ
は
江
戸
本
町
三
丁
目
の
薬
店
富
山
九
左
（
右
）
衛
門
で
支
配
役

太
一
郎
と
し
て
勤
め
金
二
〇
〇
両
「
引

」
と
あ
る
。
つ
い
で
Ｅ
は
７
喜
照
が
彼

を
迎
え
て
家
を
継
が
せ
た
が
「
商
人
ヲ
好
テ
家
ヲ
去
」
り
大
坂
に
至
る
と
し
、
Ｆ

は
７
喜
照
に
一
男
が
生
ま
れ
た
の
で
大
坂
に
去
っ
た
。
そ
れ
で
喜
照
が
悲
し
ん
で

没
し
、
残
さ
れ
た
妻
14
寿
賀
女
が
21
昌
喜
を
産
ん
だ
と
し
て
い
る
。
一
男
と
は
16

喜
春
で
明
和
七
年
一
〇
月
七
日
没
、
戒
名
は
源
消
童
子
だ
か
ら
生
ま
れ
て
間
も
な

く
没
し
た
の
だ
ろ
う
。
７
喜
照
は
同
年
閏
六
月
一
六
日
没
だ
か
ら
、
12
光
仲
は
同

六
年
末
か
七
年
初
め
に
大
坂
に
去
っ
た
の
だ
ろ
う
。

江
戸
で
は
14
寿
賀
女
に
相
州
三
浦
郡
獅
子
穴
村
加
藤
三
右
衛
門
次
男
15
喜
智
が

土
産
金
二
〇
〇
両
持
参
で
同
七
年
二
月
一
八
日
に
入
家
し
た
。
彼
は
同
年
三
月
五

日
に
一
橋
治
済
に
謁
し
元
通
り
家
督
仰
付
扶
持
人
に
な
り
、
瀬
戸
物
町
に
住
し
、

奴
婢
七
人
を
使
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
材
木
問
屋
だ
ろ
う
。

Ｅ
、
Ｆ
共
に
12
光
仲
の
十
七
屋
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
が
庄
兵
衛
は

前
記
の
通
り
十
七
屋
手
代
名
だ
か
ら
、
十
七
屋
に
勤
め
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

大
坂
で
は
明
石
屋
庄
兵
衛
と
称
し
、
本
町
一
丁
目
松
屋
町
に
瀬
戸
物
屋
を
開
き
、

奴
僕
五
人
を
使
っ
て
い
る
。
13
隆
女
と
結
婚
す
る
が
彼
女
は
大
坂
近
江
屋
武
川
與

兵
衛
養
女
で
あ
る
。
武
川
家
は
３
喜
則
の
庶
室
の
里
だ
ろ
う
。
Ｂ
に
よ
る
と
母
方

祖
曽
父
は
立
売
堀
近
江
屋
休
兵
衛
別
家
與
兵
衛
で
あ
り
、
Ａ
に
よ
る
と
実
母
は

「
當
家
ニ
ヲ
イ
テ
隠
居
、
大
切
ノ
仏
ナ
リ
末
々
勿
鹿
略
」
と
あ
り
、
13
隆
女
が
重
要
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な
役
割
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

つ
い
で
瀬
戸
物
屋
を
異
母
妹
19
民
女
に
加
州
山
田
與
四
兵
衛
次
男
を
養
子
に
迎

え
18
喜
包
と
し
大
坂
四
代
目
と
す
る
。
18
喜
包
に
つ
い
て
Ｆ
は
「
兄
光
仲
ヨ
リ
瀬

戸
物
店
賜
之
、
下
男
五
人
召
仕
繁
昌
ス
、
尤
自
身
飛
脚
宰
領
令
之
、
清
直
ノ
人
也
」

と
し
て
い
る
。
恐
ら
く
明
石
屋
か
新
明
石
屋
関
係
者
だ
ろ
う
。

12
光
仲
は
江
戸
屋
庄
兵
衛
と
改
名
し
、
東
町
奉
行
所
下
宿
の
株
を
求
め
て
浜
側

松
屋
町
に
間
口
八
間
、
奥
行
一
五
間
の
家
を
構
え
る
。
寛
政
元
年
八
月
に
江
戸
屋

源
右
衛
門
の
飛
脚
株
を
求
め
、
司
馬
（
芝
）
兵
三
郎
に
金
主
（
後
見
）
を
頼
み
、

天
王
寺
屋
久
治
郎
、
吉
本
屋
長
兵
衛
、
川
崎
屋
伊
三
郎
、
明
石
屋
平
八
、
河
内
屋

茂
助
（
勘
七
）
を
始
め
二
四
〜
二
五
人
を
召
仕
っ
て
い
る
。
こ
の
内
で
天
王
寺
屋

久
治
郎
は
前
記
「
家
声
録
」
に
あ
る
組
合
天
王
寺
屋
次
右
衛
門
の
関
係
者
か
考
証

が
必
要
で
あ
る
。
川
崎
屋
伊
三
郎
は
12
光
仲
の
異
母
妹
17
芳
女
が
川
崎
屋
嘉
右
衛

門
と
結
婚
し
て
産
れ
た
者
で
、
西
店
元
祖
23
光
忠
に
な
る
。
明
石
屋
平
八
は
新
明

石
屋
二
代
目
20
喜
久
の
子
同
三
代
目
26
喜
基
で
あ
る
。
河
内
屋
茂
助
は
養
女
と
結

婚
し
24
維
明
に
な
る
。

前
記
Ｃ
の
天
明
六
年
没
、
江
戸
屋
源
右
衛
門
名
前
人
、
支
配
人
善
七
、
同
手
代

又
兵
衛
は
12
光
仲
が
既
に
天
明
六
年
以
前
か
ら
株
に
つ
い
て
交
渉
し
て
い
た
の
か
、

営
業
上
で
接
触
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
飛
脚
株
が
組
中
全
部
か
、
組

中
株
か
と
、
前
記
江
源
退
転
と
株
引
請
の
関
係
と
は
確
認
で
き
な
い
。

つ
ぎ
に
Ｃ
の
大
坂
屋
茂
兵
衛
関
係
に
つ
い
て
、
天
明
元
年
没
、
日
受
、
文
化
九

年
没
、
日
受
妻
妙
栄
、
寛
政
六
年
没
、
養
子
日
宗
に
つ
い
て
は
、
文
政
一
三
寅
年
、

利
助
「
元
祖
ヨ
リ
暦
代
并

業
道
発
端
旧
記
一
」

（
16
）

（「
大
坂
屋
茂
兵
衛
記
録
一
」）
に
次

の
通
り
で
あ
る
。

一
六
代
目
貞
心
院
常
栄
日
受
と
申
ハ
、
大
坂
表
組
合
之
内
小
松
屋
清
右
衛
門
と

申
を
養
子
聟
ニ
取
た
る
也
、
貞
意
と
申
烈
女
の
養
女
お
い
さ
と
申
ハ
深
川
熊

井
理
左
衛
門
殿
娘
也
、
妹

御
用
達
亀
岡
伊
予
殿
妻
女
也
、
成
長
の
後
右
六
代
目

の
妻
女
た
り
、
い
さ
女
後
に
法
躰
し
て
妙
栄
尼
と
申
、
生
涯
実
子
な
し
、
堀

江
町
加
藤
次
右
衛
門
殿
次
男
大
次
郎
と
申
を
十
一
二
才
の
頃
養
子
し
て

一
七
代
目
本
興
院
秋
善
日
宗
と
申
、
此
時
代
天
明
二
寅
年
定
飛
脚
問
屋
と
極
る
、

先
妻
ハ
深
川
海
部
大
工
町
辺
よ
り
嫁
し
被
申
た
る
秋
峯
院
と
申
ハ
是
な
り
。

但
堀
江
町
加
藤
江
嫁
さ
れ
た
る

お
は
ん
殿
実
母
也

な
お
九
代
目
が
杉
本
茂
十
郎
で
あ
る
。
日
受
に
つ
い
て
は
「
家
声
録
」

（
17
）

の
元
文

四
年
早
飛
脚
柳
屋
の
項
に
「
此
時
之
江
源
ハ
津
の
国
や
宗
左
衛
門

小
松
屋
勘
三

郎
へ
譲
り
し
也
、
此
人
又
江
戸
へ
下
り
大
坂
屋
茂
兵
衛
と
な
る
。
其
跡
か
め
屋
善

二
郎
也
」
と
あ
り
、
清
右
衛
門
＝
勘
三
郎
だ
ろ
う
。

Ｃ
の
大
坂
屋
手
代
森
喜
七
は
Ａ
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
り
末
尾
に
「
大
坂
源
ニ

右

門
江
戸
屋
一

退
転
之
砌
ニ
会
所
ニ
而

死
ス
、
當
人
跡
ノ

頼
ム
、
依
之
記
置
」

と
あ
る
。
江
戸
屋
と
大
坂
屋
は
相
仕
で
あ
り
、
株
取
得
の
時
点
、
そ
の
後
の
引
続

事
務
上
な
ど
で
喜
七
は
在
坂
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
日
受
と
は
大
坂
時
代
に
江
源

組
合
の
伏
見
屋
と
し
て
接
触
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

再
び
Ｅ
、
Ｆ
に
戻
る
と
、
12
光
仲
は
寛
政
五
年
に
大
坂
道
修
町
三
丁
目
亀
屋
小
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左
衛
門
の
株
を
求
め
、
江
戸
屋
西
店
と
し
、
江
戸
屋
九
左
衛
門
と
改
め
た
。
江
戸

に
い
る
惣
領
21
昌
喜
を
妻
子
共
に
登
ら
せ
江
戸
屋
東
、
西
両
店
を
与
え
よ
う
と
し

た
が
、
江
戸
の
家
を
継
ぐ
男
子
が
い
な
い
の
で
辞
退
さ
れ
た
。
そ
れ
で
前
記
川
崎

屋
伊
三
郎
を
弟
と
定
め
23
光
忠
と
し
、
同
七
年
五
月
五
日
に
西
店
を
嗣
さ
せ
た
。

Ｆ
に
は
「
光
仲
仁
義
ノ
志
ヲ
以
テ
、
亀
屋
小
左
衛
門
ノ
香
華
寺
用
之
永
ク
西
店
ノ

菩
堤
所
ト
シ
テ
、
香
華
ヲ
絶
サ
ラ
シ
ム
故
、
葬
長
安
寺
」
と
あ
る
。

そ
の
後
、
紀
州
飛
脚
の
株
を
取
立
て
18
喜
包
の
子
市
太
郎
を
12
光
仲
、
13
隆
女

の
娘
宰
女
と
結
婚
さ
せ
、
養
子
22
昌
仲
と
し
た
。
Ａ
に
「
當
家
分
レ
紀
州
飛
脚
問

屋
江
戸
屋
與
左
衛
門
是
ナ
リ
」
と
あ
る
。
享
和
四
子
ノ
年
頭
、
文
化
元
子
ノ
八
朔
、

同
三
寅
八
朔
、
同
四
卯
年
頭
、
河
内
屋
太
助
刊
「
大
坂
袖
鑑
」

（
18
）

に
紀
州
飛
脚
、
江

戸
屋
与
左
衛
門
と
あ
り
、
天
保
六
未
歳
改
正
、
正
本
屋
利
兵
衛
刊
「
大
坂
袖
鑑
」

に
は
な
い
。

つ
ぎ
に
内
淡
路
町
二
丁
目
に
家
を
営
み
男
五
、
七
人
、
女
三
、
四
人
を
召
仕
い
、

江
戸
の
21
昌
喜
と
申
合
せ
、
Ｆ
に
よ
る
と
「
正
六
日
切
早
飛
脚
ノ
株
取
立
ン
ト
セ

ラ
レ
、
名
ヲ
江
戸
屋
久
右
衛
門
ト
改
ム
、
然
ル
ニ
此
株
成
就
シ
タ
ラ
ン
時
ハ
、
大

坂
同
家
業
ノ
者
一
統
ノ
難
義
ニ
及
候
ヘ
ハ
、
仲
間
中
ヨ
リ
歎
キ
申
ニ
依
テ
、
是
ヲ

止
ラ
ル
、
其
報
ヒ
ト
シ
テ
子
孫
永
々
仲
間
中
ヨ
リ
賄
料
差
送
ル
ベ
キ
旨
、
寛
政
十

二
申
年
壬
四
月
是
ヲ
定
メ
、
親
類
ト
雖
ト
モ
仲
間
並
ニ
九
左
衛
門
喜
仲
ヲ
始
、
仲

間
連
印
ノ
証
文
取
之
、
隠
居
セ
ラ
レ
」
と
あ
る
。

賄
料
に
つ
い
て
傍
証
は
な
い
が
、
早
飛
脚
に
つ
い
て
は
「
家
声
録
」

（
19
）

の
元
文
四

年
早
飛
脚
柳
屋
の
項
に
よ
る
と
、
島
屋
と
江
源
組
が
柳
屋
早
飛
脚
を
内
淡
路
町
に

柳
屋
嘉
兵
衛
名
義
の
会
所
を
た
て
た
と
あ
る
。
同
町
の
事
で
も
あ
り
、
同
組
中
だ

か
ら
柳
屋
と
江
戸
屋
久
右
衛
門
が
競
合
す
る
の
だ
ろ
う
。
江
戸
で
の
21
昌
喜
と
大

坂
屋
茂
兵
衛
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
賄
料
で
取
止
め
12
光
仲
は
隠
居
し
、
使

用
人
の
摂
州
有
馬
河
内
屋
忠
左
衛
門
次
男
茂
助
を
養
女
摂
州
伊
丹
浅
山
庄
兵
衛
女

伊
予
女
と
結
婚
さ
せ
、
24
維
明
と
し
て
江
戸
屋
久
右
衛
門
株
を
譲
っ
て
い
る
。

Ｃ
の
江
戸
三
度
飛
脚
開
祖
で
は
、
江
戸
屋
弥
兵
衛
株
が
江
戸
屋
源
右
衛
門
、
後

平
右
衛
門
に
替
り
、
京
屋
佐
兵
衛
株
が
江
戸
屋
久
右
衛
門
に
な
っ
て
い
る
。
京
屋

株
の
移
動
に
つ
い
て
は
事
情
不
明
で
あ
る
。
Ａ
「
過
去
帳
」
が
30
昌
近
の
手
に
よ

る
も
の
と
す
れ
ば
、
同
人
以
前
に
Ｂ
―
Ｄ
「
永
代
過
去
帖
」
に
相
當
す
る
も
の
が

江
久
家
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
推
測
で
あ
る
。

安
永
四
乙
未
初
春
、
神
崎
屋
清
兵
衛
刊
「
大
坂
武
鑑
」

（
20
）

に
は
平
野
町
一
丁
メ
江

戸
や
源
右
衛
門
、
京
や
佐
兵
衛
、
亀
や
小
左
衛
門
が
あ
り
、
寛
政
一
〇
午
改
「
大

坂
武
鑑
」
に
は
平
野
町
江
戸
屋
平
右
衛
門
、
平
野
町
一
丁
目
江
戸
屋
九
右
衛
門
が

あ
り
、
京
屋
、
亀
屋
は
な
い
。
享
和
四
年
、
文
化
元
年
「
大
坂
袖
鑑
」
に
は
内
平

の
町
江
戸
や
平
右
衛
門
、
平
野
町
三
丁
目
江
戸
屋
九
左
衛
門
と
あ
る
。
京
屋
株
取

得
は
寛
政
一
〇
年
以
前
で
あ
り
、
江
戸
屋
源
右
衛
門
＝
平
右
衛
門
株
は
連
続
し
て

お
り
、
江
戸
屋
久
右
衛
門
株
は
不
記
載
で
あ
る
。
前
記
の
通
り
文
政
二
年
に
は
江

戸
屋
久
右
衛
門
は
休
株
で
あ
る
。
早
飛
脚
「
取
立
」
を
計
画
し
て
改
名
と
あ
る
が
、

京
屋
株
取
得
と
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
。

八
　
12
光
仲
以
後

新
明
石
屋
二
代
目
20
喜
久
に
つ
い
て
Ｆ
に
「
喜
久
是
ヲ
大
坂
柳
屋
宰
領
ノ
随
一

ト
云
リ
、
但
シ
養
父
平
六
ノ

タ
ル
ベ
シ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
早
飛
脚
柳
屋
の
宰
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領
で
あ
る
。
な
お
第
一
表
に
表
示
し
な
か
っ
た
が
、
孫
の
瓶
吉
は
東
町
奉
行
下
宿

近
江
屋
九
兵
衛
の
養
子
九
郎
兵
衛
で
あ
る
。
12
光
仲
も
下
宿
の
時
期
が
あ
る
。
飛

脚
業
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

21
昌
喜
は
文
化
三
年
江
戸
火
災
で
倉
二
棟
が
焼
失
し
家
産
を
焼
亡
し
た
。
江
戸

七
代
目
31
昌
智
は
天
保
一
〇
年
水
戸
の
斉
脩
卿
に
拝
謁
、
後
に
内
藤
弾
正
正
哲
の

藩
中
に
住
す
と
あ
る
が
、
Ｆ
に
は
「
運
傾
キ
深
川
海
辺
大
工
町
ニ
寓
居
」
と
あ
る
。

江
久
二
代
目
24
維
明
は
天
保
四
年
没
、
同
三
代
目
29
維
義
は
同
一
〇
年
没
で
あ

る
。
30
昌
近
は
前
記
の
通
り
弘
化
三
年
入
家
、
翌
四
年
安
土
町
開
店
養
家
再
興
で

あ
る
。
こ
の
間
に
つ
い
て
Ａ
は
浅
山
庄
兵
衛
が
「
昌
近
在
府
中
ユ
ヘ
當
家
ニ
有
テ

万

真
実
世
話
イ
タ
シ
」
と
し
て
い
る
。

江
九
（
西
店
）
元
祖
23
光
忠
は
文
化
四
年
没
、
二
代
目
27
維
重
は
天
保
八
年
二

八
才
で
没
し
、
同
人
妻
に
23
光
忠
妻
の
甥
大
和
屋
新
庄
市
次
郎
を
養
子
に
迎
え
28

三
代
目
と
し
た
が
、
二
五
才
で
同
九
年
没
で
あ
る
。
そ
れ
で
27
維
重
娘
寅
女
に
使

用
人
（
大
和
屋
藤
兵
衛
忰
）
藤
七
を
養
子
に
し
て
32
喜
昌
と
し
た
。
寅
女
は
嘉
永

二
年
に
没
し
四
才
の
娘
が
残
っ
た
。
32
喜
昌
は
安
政
四
年
没
で
あ
る
。
以
後
は
明

ら
か
で
な
い
。

文
化
元
年
「
大
坂
袖
鑑
」
に
は
内
平
野
町

江
戸
屋
平
兵
衛
、
平
の
町
三
丁
目

江
戸
屋
九
右

衛
門
と
あ
り
、
文
化
三
、
四
年
、
天
保
六
年
、
同
八
酉
歳
改
正
、
同
九
戌
歳
改
正

「
大
坂
袖
鑑
」、
同
一
一
子
歳
改
正
「

大
坂
袖
鑑
」
に
は
内
平
の
町

江
戸
屋
平
右
衛

門
と
平
の
町
三
丁
目

江
戸
屋
九
左
衛
門
の
み
が
あ
る
。
恐
ら
く
文
化
―
天
保
期
に
江
九

家
は
手
代
が
実
務
を
担
当
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
江
久
家
24
維
明
の
動
向
は

不
明
で
あ
る
。

天
保
改
正

「
大
阪
飛
脚
仲
間
記
録
」
に
あ
る
嘉
永
七
寅
年
一
一
月
一
五
日
「
仕
立
状
仕
法
約

定
書
」
に
は
江
戸
屋
平
右
衛
門
、
江
戸
屋
久
右
衛
門
、
江
戸
屋
九
右
衛
門
が
あ
る
。

安
政
二
卯
年
一
一
月
「
約
定
書
」
も
同
様
で
あ
る
が
、
慶
応
四
戊
辰
年
八
月
「
御

一
新
改
正
仲
間
規
定
調
印
」
と
、
明
治
三
庚
午
年
一
一
月
、
定
飛
脚
問
屋
組
中

「
合
併
仲
間
議
定
」
に
は
江
戸
屋
平
右
衛
門
代
判
（
柳
屋
）
惣
（
宗
）
兵
衛
、
江
戸
屋
久
右

衛
門
が
あ
る
。

弘
化
四
年
開
店
再
興
し
た
江
久
家
は
続
い
た
が
、
江
九
家
は
安
政
年
間
に
休
業

か
廃
業
で
は
あ
る
ま
い
か
。
内
国
通
運
会
社
（
陸
運
元
会
社
）「
明
治
七
年
一
月
よ

り
同
八
年
四
月
迄
株
高
調
」

（
21
）

に
は
大
坂
飯
塚
久
右
衛
門
、
同
竹
畑
平
右
衛
門
が
各

一
〇
〇
〇
株
で
あ
る
。

前
記
寛
政
二
年
「
仲
間
銀
株
引
當
証
文
割
印
帳
」
は
明
治
二
年
正
月
迄
使
用
さ

れ
て
お
り
、
江
久
家
は
寅
（
寛
政
六
年
）

九
月
、
嘉
永
七
寅
年
六
月
―
文
久
元
酉
年
一

〇
月
、
江
九
家
は
丑
（
寛
政
五
年
）

四
月
―
嘉
永
七
寅
年
一
二
月
の
記
事
が
あ
る
。
江

九
の
最
後
の
記
事
は
次
の
通
り
で
、
面
を
毀
っ
て
い
る
。

江
戸
三
度
飛
脚
問
屋
株
質
入
証
文
之
事

一
平
野
町
三
町
目
江
戸
屋
九
左
衛
門
商
売
致
居
候
江
戸
三
度
飛
脚
問
屋
并

名
株

帳
面
者
不
及
申
ニ
、
仕
似
世
得
意
方
有
姿
之
侭
、
此
度
其
元
殿
江

銀
六
拾
壱

貫
八
百
目
質
物
ニ
差
入
、
則
銀
子
慥
ニ
受
取
申
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者

壱
ヶ
月
ニ
利
足
四
朱
弐
百
四
拾
七
匁
弐
分
宛
毎
月
相
渡
し
可
申
候
、
仲
間

用
事
諸
入
用
等
者
此
方
ニ
而

相
勤
メ
可
申
候
、
尤
来
ル
卯
七
月
限
返
済
可
致

候
、
万
一
相
済
不
申
節
ハ
右
飛
脚
株
帳
切
致
相
渡
可
申
候
、
其
外
諸
帳
面



江戸三度飛脚問屋江戸屋飯塚家の系図、過去帳について1 3

商
売
仕
似
世
有
姿
之
侭
御
得
意
方
御
屋
敷
方
不
及
申
、
不
残
同
時
ニ
無
相

違
譲
り
渡
し
可
申
候
、
以
来
此
商
売
仕
間
敷
候
、
爲
後
日
飛
脚
商
売
一
式

質
入
証
文
仍
而

如
件

嘉
永
七
甲
寅
年

江
戸
屋

七
月

九
左
衛
門

前
文
之
通
相
違
無
之
候
ニ
付
奥
印
致
候
、
以
上

此
分
嘉
永
七
寅
年
八
月
、

江
戸
三
度
飛
脚
問
屋

江
戸
屋
九
左
衛
門
殿

永
代
譲
渡
し

年
行
司

相
成
申
候
、
別
冊
業
躰
名
切
替
印
形
帳
ヘ

尾
張
屋

相
印
有
之
候

惣
右
衛
門

憲
法
屋
太
兵
衛
殿

江
戸
金
吹
町
播
磨
屋
中
井
家
文
書

（
22
）

の
癸
卯
天
保
一
四
囗
正
月
吉
日
「
改
四
拾
弐

番
日
記
」
に
あ
る
「
天
保
十
三
寅
年
十
二
月
十
九
日

同
十
四
卯
年
十
二
月
四
日

落
着
飛
脚
屋
一
件
書
留
」
に
よ
る
と
、
江
戸
の
定
飛
脚
問
屋
大
坂
屋
茂
兵
衛
と
伏

見
屋
五
兵
衛
は
播
磨
屋
新
右
衛
門
か
ら
「
壱
分
銀
銀
座
御
役
所
包
封
印
之
侭
」
金

三
〇
〇
〇
両
を
請
負
っ
た
が
、
借
金
返
済
の
た
め
封
印
切
り
を
し
、
天
保
一
四
年

一
二
月
四
日
に
一
件
落
着
仰
渡
が
あ
り
、
西
河
岸
町
勇
助
店
大
坂
屋
茂
兵
衛
と
同

人
方
同
居
伏
見
屋
五
兵
衛
後
見
仁
平
は
「
存
命
候
ハ
ヽ
引
廻
し
之
上
死
罪
」、
西
河

岸
町
家
主
勇
助
は
「
右
茂
兵
衛
仁
平
申
聞
候
迚
、
新
右
衛
門
方
江

差
出
候
手
強
キ
書

付
江

印
形
致
候
段
、
不
埒
ニ
付
厳
敷
叱
リ
」、
大
坂
飛
脚
屋
平
右
衛
門
召
仕
は
「
右

同
様
書
付
江

印
形
致
候
段
、
不
埒
ニ
付
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
厳
敷
叱
リ
」
と
な
っ
た
。
大

坂
屋
は
欠
所
に
な
っ
た
訳
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
年
月
欠
「
江
戸
飛
脚
出
日
定
」

（
23
）

に
は
、
京
都
三
条
通
堺
町
角
江
戸
屋
新

三
郎
、
江
戸
日
本
橋
呉
服
町
江
戸
屋
仁
三
郎
、
大
坂
内
平
野
町
江
戸
屋
平
右
衛
門

と
あ
る
。
大
坂
屋
が
江
戸
屋
仁
三
郎
に
代
っ
て
い
る
。
江
戸
屋
仁
三
郎
の
開
業
に

つ
い
て
は
、
相
模
国
大
住
郡
土
屋
村
原
家
文
書
に
年
月
欠
、
江
戸
日
本
橋
呉
服
町

定
飛
脚
江
戸
屋
仁
三
郎
「
乍
憚
口
演
」

（
24
）

が
あ
る
。
こ
の
口
演
は
同
家
文
書
の
嘉
永

元
申
年
分
請
取
入
の
内
に
あ
っ
た
か
ら
、
同
年
以
前
の
開
業
だ
ろ
う
。
こ
の
事
と

30
昌
近
の
弘
化
四
年
安
土
町
開
店
養
家
再
興
と
の
関
連
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

明
治
三
午
年
一
二
月
付
「
会
社
規
則
之
事
」

（
25
）

に
は
○江
西
村
仁
三
郎
と
あ
る
か
ら
、

江
戸
屋
で
も
飯
塚
家
江
戸
六
代
目
31
三
之
丞
昌
智
で
は
な
い
。
な
お
西
村
仁
三
郎

は
陸
運
元
会
社
株
主
で
な
い
。

京
都
に
つ
い
て
は
自
明
治
六
年
至
七
年
中
、
京
都
府
「
政
治
部
駅
郵
類
補
遺

駅
伝
第
二

」
（
26
）

に
あ
る
明
治
六
年
一
月
一
八
日
付
、
長
谷
京
都
府
知
事
宛
、（
東
国
筋
定
飛
脚
渡
世

之
者
）「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
の
署
名
者
に
下
京
第
四
区
三
条
通
堺
町
東
へ
入

桝
屋
町
堀
尾
新
三
郎
が
あ
る
。
こ
れ
が
江
戸
屋
新
三
郎
だ
ろ
う
。
彼
は
陸
運
元
会

社
一
〇
〇
〇
株
主
で
あ
る
。
堀
尾
と
飯
塚
家
の
関
係
、
何
故
に
江
戸
屋
名
義
で
三

都
が
統
一
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
１
）
児
玉
幸
多
校
訂
「
近
世
交
通
史
料
集
」
七
巻
四
五
三
頁
。

（
２
）「
同
右
」
七
巻
一
五
頁
。

（
３
）「
家
声
録
」（「
同
右
」
七
巻
二
三
頁
）
に
は
宝
暦
二
年
多
田
屋
一
円
引
取
と
あ
る
が
、

島
屋
の
引
取
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
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（
４
）「
同
右
」
七
巻
四
五
一
頁
。

（
５
）
塩
村
耕
編
「
古
版
大
阪
案
内
記
集
成
」
影
印
篇
一
七
八
頁
、
翻
刻
・
校
異
・
解
説
・

索
引
篇
一
三
九
頁
。

（
６
）「
同
右
」
影
印
篇
一
七
八
―
一
七
九
頁
。
翻
刻
・
校
異
・
解
説
・
索
引
篇
一
三
九
頁
。

（
７
）
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
。

（
８
）
安
永
六
年
序
、
陰
山
三
郎
兵
衛
「
難
波
丸
綱
目
」（
監
修
野
間
光
辰
、
編
輯
多
治
比

郁
夫
・
日
野
龍
夫
「
校
本
難
波
丸
綱
目
」
五
二
三
頁
）
四
の
江
戸
飛
脚
屋
は
一
〇
人

で
あ
り
、
同
書
の
天
明
版
、
享
和
元
年
版
（「
同
上
」
六
二
八
頁
）
に
変
化
は
な
い
。

正
確
で
な
い
訳
で
あ
る
。

（
９
）
上
野
市
古
文
献
刊
行
会
編
「
永
保
記
事
略
」
三
一
一
頁
。「
近
世
交
通
史
料
集
」
七

巻
一
六
頁
参
照
。

（
10
）「
古
版
大
阪
案
内
記
集
成
」
影
印
篇
四
七
〇
頁
、
翻
刻
・
校
異
・
解
説
・
索
引
篇
四

二
四
―
四
二
五
頁
。

（
11
）
文
政
七
申
年
一
〇
月
二
三
日
付
、
小
西
利
右
衛
門
宛
、
江
戸
屋
平
右
衛
門
「
乍
憚
書

附
ヲ
以
御
断
奉
申
上
候
」（
小
西
家
文
書
）
に
は
、
九
月
二
四
日
付
、
江
戸
小
西
利

右
衛
門
六
日
切
状
は
一
〇
月
朔
日
に
大
坂
着
だ
が
、
届
方
を
油
屋
森
新
に
依
頼
し
た

所
、
不
着
で
「
直
ニ
右
油
屋
江
参
り
吟
味
仕
候
処
、
右
油
屋

油
飛
脚
江
相
渡
候
ニ

付
」
と
あ
る
。
こ
の
油
屋
、
油
飛
脚
と
油
屋
九
左
衛
門
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

な
お
小
西
家
文
書
は
柚
木
學
氏
の
ご
好
意
に
よ
る
。

（
12
）「
校
本
難
波
丸
綱
目
」
一
七
五
―
一
七
六
頁
。

（
13
）「
近
世
交
通
史
料
集
」
七
巻
三
一
、
四
九
頁
。

（
14
）「
同
右
」
七
巻
一
三
、
一
五
、
一
七
頁
。

（
15
）
小
西
新
右
衛
門
は
摂
津
国
川
辺
郡
伊
丹
村
の
酒
造
家
、
小
西
利
右
衛
門
は
江
戸
出
店

で
江
戸
下
り
酒
問
屋
。
柚
木
學
氏
の
ご
好
意
に
よ
る
。
三
井
高
陽
所
蔵
文
書
に
あ
る

延
享
四
年
卯
一
一
月
付
、
大
淀
土
屋
仙
輔
宛
「
請
負
申
証
文
之
事
」
は
、「
其
御

地

江
戸
京
大
坂
紀
州
并
所
々
江
被
遣
候
金
銀
荷
物
書
状
、
不
依
何
山
城
屋
市
右
衛

門
一
判
ヲ
以
御
渡
可
被
成
候
」
と
し
、
紛
失
な
ど
の
際
は
「
我
々
爲
組
中
」
弁
ず
る

と
あ
る
。
差
出
人
は
大
坂
城
内
御
用
三
度
飛
脚
会
所
大
坂
平
野
町
壱
丁
目
江
戸
屋
源

右
衛
門
、
同
飛
脚
組
中
、
大
坂
平
野
町
壱
丁
目
森
田
屋
佐
兵
衛
、
道
修
町
三
丁
目
亀

屋
小
左
衛
門
、
同
町
長
崎
屋
利
右
衛
門
、
北
革
屋
町
弐
丁
目
山
田
屋
仁
左
衛
門
、
徳

井
町
天
王
寺
屋
治
右
衛
門
、
同
町
伊
勢
屋
庄
右
衛
門
、
伏
見
町
両
替
町
小
松
屋
清
左

衛
門
、
松
江
町
江
戸
屋
源
兵
衛
、
江
戸
日
本
橋
万
町
大
坂
屋
茂
兵
衛
、
勢
州
松
坂
山

城
屋
市
右
衛
門
で
あ
る
。
三
井
高
陽
氏
の
ご
好
意
に
よ
る
。

（
16
）
慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
。

（
17
）「
近
世
交
通
史
料
集
」
七
巻
一
六
頁
。

（
18
）（
20
）「
大
坂
袖
鑑
」、「
大
坂
武
鑑
」
は
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵
。

（
19
）「
近
世
交
通
史
料
集
」
七
巻
一
五
―
一
六
頁
。

（
21
）
中
野
金
次
郎
編
「
国
際
通
運
株
式
会
社
史
」
八
二
―
八
五
頁
。
土
屋
喬
雄
監
修
「
社

史
日
本
通
運
株
式
会
社
」
一
四
六
―
一
四
七
頁
。

（
22
）
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
所
蔵
。

（
23
）
拙
編
「
翻
刻
飛
脚
関
係
摺
物
史
料
（
四
）」
創
価
大
学
人
文
論
集
六
号
二
四
八
頁
。

（
24
）「
同
右
（
三
）」
同
五
号
一
九
〇
頁
。

（
25
）「
国
際
通
運
株
式
会
社
史
」
六
四
―
六
七
頁
。「
社
史
日
本
通
運
株
式
会
社
」
一
二
四

―
一
二
五
頁
。

（
26
）
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
。




